
　

市
で
は
、ヤ
フ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
が
提
供
す

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
て
、市
税
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え

た
財
産
の
公
売
を
実
施
し
ま
す
。

　

公
売
物
品
の
下
見
会
も
実
施
し
ま
す
の

で
、ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
公
売
参
加
申
込
期
間

　

11
月
17
日（
火
）13
時
〜
30
日（
月
）17
時

●
入
札
期
間

　

12
月
4
日（
金
）13
時
〜
7
日（
月
）14
時

●
公
売
場
所

　

�

ヤ
フ
ー
株
式
会
社
が
提
供
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
シ
ス
テ
ム
上

●
公
売
物
品　

普
通
自
動
車

※�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
参
加
さ
れ
る
方

は
、公
売
参
加
申
込
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

�

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

※�

T
E
L
、F
A
X
に
よ
る
公
売
へ
の
参
加

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

滞
納
債
権
対
策
課　

特
別
滞
納
対
策
担
当
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問
い
合
わ
せ

下見会

日時／11月25日（水）10時〜14時
場所／市役所土山支所

▲公売される物品

　

当
市
の
豊
か
な
民
俗
文
化
、長
い

歴
史
を
今
に
伝
え
る
建
築
や
石
造
文

化
財
を
、豊
富
な
写
真
と
図
版
で
紹

介
す
る『
甲
賀
市
史
』第
六
巻「
民
俗
・

建
築
・
石
造
文
化
財
」を
12
月
2
日

（
水
）か
ら
販
売
開
始
し
ま
す
。そ
こ

で
発
刊
を
記
念
し
て
講
演
会
を
開
催

し
ま
す
。

　

今
回
は「
オ
コ
ナ
イ
の
源
流
を
甲

賀
に
見
る
」と
題
し
、長
浜
城
歴
史
博

物
館
長
の
中な

か
じ
ま
せ
い
い
ち

島
誠
一
先
生
に
お
話
い

た
だ
き
ま
す
。先
生
は
民
俗
学
が
ご

専
門
で
、『
オ
コ
ナ
イ
─
湖
国
・
祭
り

の
か
た
ち
』（
I
N
A
X
出
版
）ほ
か

多
数
の
著
書
が
あ
り
、多
方
面
で
ご

活
躍
で
す
。

　

今
回
の
甲
賀
市
史
第
六
巻
で
は
、

年
頭
か
ら
春
に
か
け
て
五
穀
豊
穣

と
村
の
安
全
を
願
う「
オ
コ
ナ
イ
」

に
つ
い
て
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

西
日
本
に
広
く
伝
わ
る「
オ
コ
ナ

イ
」を
甲
賀
地
域
で
伝
承
さ
れ
た
あ

り
よ
う
を
中
心
に
、わ
か
り
や
す
く

語
ら
れ
ま

す
。

　

ま
た
講

演
に
先
立

ち
、大お

お

水み
な
く
ち口

宿す
く

禰ね

ッ
ト
の
皆
さ
ん
に
よ
る「
水
口
曳

山
囃
子
」の
実
演
と
民
俗
伝
承
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

市
史
の
予
約
・
購
入
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
聴
講
い
た
だ
け
ま
す
。ま

た
会
場
で
は
市
史
第
六
巻
の
先
行
販

売
お
よ
び
予
約
引
換
を
し
ま
す
。ま

た
第
一
巻「
古
代
の
甲
賀
」も
販
売
し

ま
す
。ぜ
ひ
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

●
市
史
第
六
巻
発
刊
記
念
講
演
会

日
時
／
11
月
28
日（
土
）

　
　
　

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

場
所
／
甲
南
忍
の
里
プ
ラ
ラ��

ホ
ー
ル

※
入
場
無
料
。申
込
不
要
。

発
刊
記
念
講
演
会を開

催

歴
史
文
化
財
課　

市
史
編
さ
ん
室
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問
い
合
わ
せ

甲
賀
市
史
第
六
巻

甲南町市原浄照寺オコナイの荘厳

▲

▲
曳
山
で
の
囃
子（
東
町
）

第
一
巻「
古
代
の
甲
賀
」販
売
中

第
六
巻�「
民
俗
・
建
築
・
石
造
文
化

財
」12
月
2
日
か
ら
販
売

開
始

捜索により差し押さえた
物品のインターネット公売　平成22年度の家屋に対する固

定資産税は、平成22年1月1日に存
在する家屋に課税します。そこで
平成21年中に家屋を取り壊され
た場合（予定されている場合を含
みます）には、12月11日（金）まで
に「家屋滅失申請書」を提出してく
ださい。申請書の様式が必要な方
は、各支所または市役所税務課資
産税係までお申し出ください。ま
た、市ホームページにも掲載して
いますのでご利用ください。
　なお、すでに法務局で家屋滅失
の不動産登記手続きをされた場
合には提出していただく必要は
ありません。ただし、今回「家屋滅
失申請書」を提出いただいても、
不動産登記は滅失されませんの
でご注意ください。

税務課　資産税係
☎ 65-0680

 63-4574

問い合わせ

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

　

  

家
屋
滅
失
申
請
書
の
提
出
を

2009.11.1513


